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（名称）
第1条　本会は、**[団体名]**（以下「本会」という）と称する。
（事務局）
第2条　本会の事務局を **[住所 または 代表者の自宅等]** に置く。
（目的）
第3条　本会は、**[活動の目的]** を目的とする。
（活動内容）
第4条
本会は、前条の目的を達成するため、次の活動を行う。
(1) **[活動]**
(2) **[活動]**
(3) ………………
( )その他、本会の目的を達成するために必要な活動
（会員）
第5条　本会の会員は、本会の目的に賛同し、**[入会条件：例：所定の入会届を提出した者]** とする。
（入会・退会）
第6条　入会しようとする者は、代表に申し出るものとする。
2　会員が退会しようとする時は、代表に届け出ることにより、任意に退会することができる。
（役員）
第7条　本会に次の役員を置く。
1. 代表（会長） 1名
2. 副代表 **名
3. 会計 **名
4. 監事 **名
（役員の選任と任期）
第8条　役員は総会において選出する。
2　役員の任期は **[年]** とする。ただし、再任を妨げない。


（総会）
第9条　総会は本会の最高意思決定機関であり、正会員をもって構成する。
2　定期総会は、毎年 **[〇月]** に開催する。
3　総会は、会員の過半数の出席（委任状を含む）をもって成立し、議決は出席者の過半数をもって決定する。

（運営資金）
第10条　本会の運営資金は、会費、寄付金、その他の収入をもって充てる。

（会費）
第11条　会員は、次に定める会費を納入しなければならない。
1　年会費：**[〇〇円]**

（会計年度）
第12条　本会の会計年度は、毎年 **[　月　日]** に始まり、翌年 **[　月　日]** に終わる。

（会則の変更）
第13条　この会則は、総会において出席者の **[3分の2以上]** の同意を得なければ変更することができない。

（解散）
第14条　本会が解散する場合、残余財産は総会の議決を経て、本会の目的に類似した団体に寄付するものとする。

附則

1　この会則は、**　年　月　日**から施行する。


